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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、ダイヤモンド電機株式会社A種優先株式の発行に関し、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容

等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第２号の規定に基づき、平成26年５月12日付で臨時報告書を提

出しておりますが、平成26年６月27日開催の当社第75期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に

おいて、ダイヤモンド電機株式会社A種優先株式の発行に必要な定款変更案及びダイヤモンド電機株式会社A種優先

株式の発行に係る議案が承認されたことにより、記載事項の一部に訂正が生じましたので、金融商品取引法第24条

の５第５項において準用する同法第７条の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出します。

 

 

２【訂正事項】

訂正事項は、以下のとおりです。

 

２　報告内容

15. 第三者割当の場合の特記事項

(3) 発行条件に関する事項

(6)　大規模な第三者割当の必要性

 

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は＿＿を付して表示しております。

 

　　　15.　第三者割当の場合の特記事項

(3) 発行条件に関する事項

　（訂正前）

＜前略＞

また、本優先株式の払込金額は、当該株式価値算定書における評価額の範囲内であるため、本優先株式の払

込金額は会社法上、株式を引き受ける者に特に有利な金額に該当しないと考えておりますが、客観的な市場価

格のない種類株式の公正な価値については、その計算が非常に高度かつ複雑であり、その価値評価については

様々な考え方があり得ること等から、株主の皆様の意思を確認することが適切であると考え、念のため、本優

先株式発行については、本定時株主総会において、会社法第199条に基づく特別決議によるご承認を頂く予定

です。

＜後略＞

 

（訂正後）

＜前略＞

また、本優先株式の払込金額は、当該株式価値算定書における評価額の範囲内であるため、本優先株式の払

込金額は会社法上、株式を引き受ける者に特に有利な金額に該当しないと考えておりますが、客観的な市場価

格のない種類株式の公正な価値については、その計算が非常に高度かつ複雑であり、その価値評価については

様々な考え方があり得ること等から、株主の皆様の意思を確認することが適切であると考え、念のため、本優

先株式発行については、本定時株主総会において、会社法第199条に基づく特別決議によるご承認を頂いてお

ります。

＜後略＞

 

(6) 大規模な第三者割当の必要性

　（訂正前）

上記15.(4)に記載のとおり、本優先株式の取得請求により当社普通株式が交付された場合には株式の希薄化

が生じることになりますが、

① 本優先株式の発行は、当社の有利子負債を抑制しながら自己資本の改善を図るためには必要不可欠であ

り、普通株主に帰属する株主価値の向上に資すると判断できること、及び

② 上記12.(3）①に記載のとおり、本優先株式は、将来の取得請求権行使による当社普通株式の増加（希薄

化）を極力抑制するため、一部の例外を除いて、割当先が当社普通株式を対価とする本優先株式の取得請

求権を行使できるのは、当社が優先配当を継続し、且つ本投資契約に違反がない限り、現金償還の選択権
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が行使可能となってから６ヶ月間が経過した場合等に限定されること、当初転換価額の修正について６ヶ

月に１回の頻度とするとともに、適切な修正の下限を設定すること、当社はその分配可能額に応じて本優

先株式を当社の選択により取得することが可能となっており、この場合には取得した本優先株式を消却す

ることにより当該本優先株式に関して交付されうる普通株式が交付されないこと、法令に定めがある場合

を除き本優先株式に議決権が付されていないことの措置が講じられており、当社普通株式の希薄化を一定

程度防止することが可能な設計となっていること、

により、本優先株式の発行は、当社の普通株主の皆様にとっても合理的であると判断しております。

また、本優先株式発行については、平成26年６月27日開催予定の定時株主総会において、特別決議によるご

承認を頂く予定です。

 

　　（訂正後）

上記15.(4)に記載のとおり、本優先株式の取得請求により当社普通株式が交付された場合には株式の希薄化

が生じることになりますが、

① 本優先株式の発行は、当社の有利子負債を抑制しながら自己資本の改善を図るためには必要不可欠であ

り、普通株主に帰属する株主価値の向上に資すると判断できること、及び

② 上記12.(3）①に記載のとおり、本優先株式は、将来の取得請求権行使による当社普通株式の増加（希薄

化）を極力抑制するため、一部の例外を除いて、割当先が当社普通株式を対価とする本優先株式の取得請

求権を行使できるのは、当社が優先配当を継続し、且つ本投資契約に違反がない限り、現金償還の選択権

が行使可能となってから６ヶ月間が経過した場合等に限定されること、当初転換価額の修正について６ヶ

月に１回の頻度とするとともに、適切な修正の下限を設定すること、当社はその分配可能額に応じて本優

先株式を当社の選択により取得することが可能となっており、この場合には取得した本優先株式を消却す

ることにより当該本優先株式に関して交付されうる普通株式が交付されないこと、法令に定めがある場合

を除き本優先株式に議決権が付されていないことの措置が講じられており、当社普通株式の希薄化を一定

程度防止することが可能な設計となっていること、

により、本優先株式の発行は、当社の普通株主の皆様にとっても合理的であると判断しております。

また、本優先株式発行については、平成26年６月27日開催の定時株主総会において、特別決議によるご承

認を頂いております。
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